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• 令和３年改正による新たな裁判手続（非訟手続）の創設により審理の迅速化が一定程度進んだ
一方（※）、更なる迅速な被害者救済の必要性や開示請求に対応する事業者の負担軽減などの課題
も指摘されており、対応の在り方に関する検討が必要。

（※）東京地方裁判所における令和元年に終局した発信者情報開示請求訴訟の平均審理期間は約142日で

あったのと比べ、令和６年12月までに終局した発信者情報開示命令手続の平均審理期間は約103日で

ある（概数）。

発信者情報開示制度を巡って指摘されている課題（例）

１．令和３年改正で創設した裁判手続の実効性確保
・提供命令が迅速に履行されず、発信者の特定に支障が出ているケースがある
・MVNO等のプロバイダの多層化により、発信者の特定に時間を要するケースが増加している 等

２．発信者情報開示請求への対応の合理化
・プロバイダによる主張立証の機会が十分に図られていないケースがある/具体的な主張立証が難しいプロバイダも
開示請求の当事者として対応を求められるケースがある
・発信者情報開示請求の件数の増加により、対応するプロバイダの負担が増加している 等

３．発信者情報開示手続の過程で得た情報の適切な取扱い
・開示された発信者情報や意見照会で得た情報を用いて新たな権利侵害（晒し行為等）が行われるケースが
ある 等

発信者情報開示制度を巡る現状と課題②



5発信者情報開示制度を巡る課題への対応の在り方に関する検討の進め方

• 以上を踏まえ、発信者情報開示制度を巡る課題への対応の在り方について、本検討会に新たにWGを
設置して、専門的な見地からの検討を行うこととしてはどうか。

（参考）特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を
改正する法律（令和三年法律第二十七号）

〇 附則（抄）

（検討）

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づ
いて必要な措置を講ずるものとする。

〇 衆議院 附帯決議（抄）

六 インターネット上の誹謗中傷・人権侵害対策に当たっては、誹謗中傷等に関する相談や削除対応等の件数等について実
態把握を行うとともに、本法施行後において、本法に基づく非訟手続による対応件数、開示までの所要日数等を把握し、適
切な被害者救済方策となっているかの検証を行い、その結果を踏まえ必要な見直しを行うこと。

七 インターネット技術の革新が速く、誹謗中傷・人権侵害の態様が今後変化することが予想されることから、変化に適切に対
応できるよう、発信者情報開示及び削除制度の不断の見直しを行うこと。

〇 参議院 附帯決議（抄）

六、インターネット上の誹謗中傷・人権侵害対策に当たっては、誹謗中傷等に関する相談や削除対応等の件数等につ
いて実態把握を行うとともに、本法施行後において、本法に基づく非訟手続による対応件数、開示までの所要日数
等を把握し、適切な被害者救済方策となっているかの検証及び運営事業者に寄せられた削除請求等の件数と対応結
果について調査研究を行い、その結果を踏まえ必要な見直しを行うこと。

七、インターネットにおける今後の急速な技術革新に伴い予想される誹謗中傷・人権侵害情報の多種多様な態様の変
化に適切に対応できるよう、発信者情報開示及び削除の制度について不断の見直しを行うこと。


